
広報八女 2025.9.111

～メッセージ～
　昨年7月、最高裁判所は、旧優生保
護法が憲法違反であることを明らかに
しました。
　この法律の背景となった考え方が優
生思想です。人間の命を①社会に役に
立つ命、②社会に役に立たない命、③
社会にとって迷惑となる命の３つに選
別するという考え方であり、社会にとっ
て迷惑となる人について、不妊手術を
するというのが、旧優生保護法だったのです。このような優生思
想は、私たちの社会でさまざまに形を変えて生き続けています。
　例えば、学校では、社会に役に立つ人間になろうということが
教育されますが、このような教えは、社会に役に立たないとされ
ている人たちや社会に迷惑だとされている人たちの生きる価値
を認めていないものであり、子ども達に差別する心を生みだし
ます。全ての命は存在するだけで意味があるという考えこそが、
差別のない社会を導くために何よりも必要です。

德田　靖之

　
6
月
24
日
(火)
に
開
催
し
ま
し
た
「
人
権

セ
ミ
ナ
ー
八
女
２
０
２
５
」
で
德
田
弁
護

士
に
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
旧
優

生
保
護
法
が
も
た
ら
し
た
優
生
思
想
に
よ

る
障
が
い
の
あ
る
人
や
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
・

元
患
者
に
対
す
る
差
別
や
偏
見
の
根
絶
に

向
け
た
取
り
組
み
を
通
し
て
、
平
等
に
あ

る
「
い
の
ち
」
の
重
み
を
考
え
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
德
田
弁
護
士
よ
り
、
市
民
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
寄
稿
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
教
訓
は
、
戦

前
の「
癩（
ら
い
）予
防
法
」、
戦
後
の

「
ら
い
予
防
法
」に
よ
っ
て
、
ハ
ン
セ

ン
病
患
者
や
元
患
者
お
よ
び
そ
の
家

族
を
社
会
か
ら
分
断
し「
差
別
」と

「
偏
見
」を
生
ん
だ
こ
と
で
す
。
ま
た
、

法
律
が
廃
止
さ
れ
た
後
も「
差
別
」

と「
偏
見
」が
解
消
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
い
わ
れ
な
き「
差
別
」と「
偏
見
」

を
温
存
・
助
長
さ
せ
な
い
た
め
に
も

積
極
的
な
教
育
や
啓
発
が
重
要
で

す
。
同
時
に「
旧
優
生
保
護
法
」の
優

生
思
想
は
、
人
が
人
を
選
別
す
る
と

い
う
法
律
で
し
た
。
そ
れ
は「
差
別
」

と
言
え
ま
す
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、

約
2
万
5
千
人（
厚
生
労
働
省
資
料
）

も
の
人
が
被
害
に
あ
っ
た
こ
と
を
忘

れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
今
、
優
生
思

想
が
根
付
い
て
い
な
い
か
問
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」が
流
行

し
た
時
、
私
た
ち
は
、
ハ
ン
セ
ン
病

問
題
と
同
様
に
罹
患
者
や
そ
の
家
族

を
偏
見
の
眼
差
し
で
見
て
い
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。「
お
か
し
い
」「
差
別

か
も
」と
思
っ
た
ら
、
勇
気
を
も
っ

て
声
を
あ
げ
た
い
も
の
で
す
。

　
歴
史
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
歴
史
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
、

私
た
ち
は
、
確
か
な
人
権
感
覚
を
高

め
る
と
と
も
に
、
差
別
の
な
い
豊
か

な
社
会
と
な
る
よ
う
な
八
女
市
に
し

た
い
で
す
ね
。

【
人
権
啓
発
係
】

命
の
選
別
を
許
さ
な
い

社
会
を
め
ざ
し
て

権なぜ 人 － かけがえのない命が輝くまちづくりをめざして －
■ 問い合わせ：人権・同和政策・男女共同参画推進課（☎ 23-1490）

なぜ

弁護士法人德田法律事務所
德
とくだ
田靖
やすゆき
之さん

日本国憲法第13条
　すべて国民は、個人として尊重される。生命、
自由及び幸福追求に対する国民の権利につい
ては、公共の福祉に反しない限り、立法その
他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
同第14条
　すべて国民は、法の下に平等であつて、人
種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差
別されない。

人権セミナー八女 2025
【演題】「見て見ぬふりをしてませんか？

～気づかぬハラスメントを防ぐコツ～」
▶日時：9月17日（水）18時30分～20時
▶講師：高

たかはし
橋美

み き
紀さん（特定社会保険労務士）

▶場所：おりなす八女はちひめホール
詳細はチラシや市ホームページを
ご参照ください。


